「地域密着型サービス外部評価事業」

評価業務委託契約書

　社会福祉法人福島県社会福祉協議会（以下「甲」という。）と評価調査員(評価調査員氏名)（以下「乙」という。）とは、「地域密着型サービス外部評価事業」評価業務（以下「評価業務」という）の委託に関し、基本的事項を定めるため次のとおり契約（以下「本契約」という）を締結する。

記

（本契約の適用）

第1条 本契約は、この契約期間中、甲が別に定めた「地域密着型サービス外部評価事業実施要綱」に基づき、乙に次の評価業務を委託する場合に適用されるものとする。

(1) 書面調査

(2) 訪問調査

(3) 調査報告書の提出

（申告義務）

第２条　乙は本契約締結後、住所、連絡先等に変更又は追加が生じた場合は、直ちに書面で甲へ通知する。

（評価業務の遂行）

第３条　乙は、甲から依頼があった場合、評価業務を誠実に遂行しなければならない。なお、甲は、乙と日程等を調整の上評価業務を乙に委託するものとする。

（調査報告書等の提出）

第４条　乙は、調査報告書等を訪問調査後原則として２週間以内に甲に提出しなければならない。

（評価業務委託費等の支払い）

第５条　甲は前条に定める提出書類の受領をもって評価業務の完了と判断し、別に定める「地域密着型サービス外部評価事業の業務委託に関する支払基準」に基づき評価業務委託費及び交通費等を乙に支払う。

２　評価業務委託費及び交通費等の支払い方法は次のとおりとする。

　(1) 乙は、評価業務に係る委託費及び交通費等を甲の所定の書式により、訪問調査終了後２週間以内に甲に請求する。

　　(2) 甲は前項の請求書を受領後、請求要件を満たした請求については、原則として請求書を受領した月の翌月２１日までに乙の指定する金融機関口座に振り込む。

（送付物等の管理）

第6条 乙は、甲から送付された評価業務に必要な書類や資料等の全てを本契約の評価業務終了後速やかに甲に返却する。

２　乙は、甲から送付された評価業務に必要な書類や資料等を第三者へ開示又は複写等で漏洩してはならない。

（研修会への参加）

第７条　乙は、評価調査員として自らの質を向上させるため、以下の研修会に参加する。

　　１　地域密着型サービス外部評価制度に関する研修会

　　２　評価業務に関する研修会

（秘密の保持等）

第８条　乙は、甲が別に定める「地域密着型サービス外部評価業務実施要綱」に従い、本契約に関連して知り得た秘密を本契約の期間中に限らず、本契約の終了後も他に漏らしてはならない。万一、秘密漏洩の事実が確認された場合、甲は乙に対し損害賠償を請求できる。

（契約期間）

第９条　本契約書の有効期間は、契約日から平成20年3月3１日とする。

（契約の解除）

第10条　乙において、次に掲げる各号の一に該当する事実が確認された場合、甲は無条件で本契約を解除することができる。

　　１　本契約の遂行に伴い、知り得た秘密の一部または全部を漏洩したとき

　　２　特定の事業者に対して有利となる評価を行ったとき

　　３　評価結果に重大な影響を与える事実を故意に隠していたとき

　　４　甲が要請した研修会を理由なく拒絶したとき

　　５　その他、評価調査員として本契約を解除すべき事由が認められたとき

（その他の事項）

第11条　本契約に定めのない事項、あるいは評価業務の実施に関し必要な事項は甲乙協議の上別に定める。

本契約締結の証として、本書２通を作成し、甲乙署名捺印の上、各１通を保有する。

なお、ご記入いただきました個人情報につきましては、正当な理由がある場合を除き、評価業務に関する事務以外には使用いたしません。

　平成19年4月1日

甲　　　福島市渡利字七社宮111番地

社会福祉法人福島県社会福祉協議会

　　会　長　　　山　田　広　助　　　　　　　　印

乙　　　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　


　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 印

